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令和８年１月１３日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和８年１月１３日午後１時３０分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

２番  継 田 竜 也    １１番  齋 藤 美由木 

３番  高 橋 広 樹    １２番  髙 橋 国 広 

４番  奥 山 秀 治    １３番   佐々木 竜 孝 

５番  小 西 嘉 之    １４番  加  藤 堅之助 

７番  山 田 貞 子    １５番  髙 橋 秀 行 

８番  髙 橋 孝 人    １６番  細 井 千代文 

１０番  深 沢   靖    １７番  髙 橋 正 尚 

     

           

     

                

                

 

    

 

 

本会委員出席者  １４名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

１番  佐々木 定 廣 

６番  深 田 秋 彦 

９番  髙 橋 一 平 

 

           欠席者  ３名 
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１．出席事務局職員 

 

局  長           加 藤 隆 輝 

農地調整班長         髙 橋 絹 子 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第１号     農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第２号     農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用

地利用集積等促進計画の策定について（要請） 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午後２時２５分本委員会の閉会を告げた。 
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令和８年１月１３日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和８年１月１３日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午後１時３０分 

  

４．閉     会     午後２時２５分 

 

５．議事録署名委員     １１番 齋 藤 美由木 

１２番 髙 橋 国 広 

 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和８年第１回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、１１番、齋藤委員、１

２番、髙橋委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第１号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第１号、申請番号１番から申請番号７番までについて議案書をもと

に朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号１番と申請番号２番は自作地相互の交換のため、一括して説明いた 

します。 

申請番号１番、千畑地区の田１筆、６１１㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。 

申請番号２番、千畑地区の田１筆、５９２㎡、渡人は○○○さん、受人は○

○○さんです。耕作状況を改善するためのもので、対価はありません。 

申請番号３番、千畑地区の田１筆、１，２９２㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。合作地解消のため売買するものです。売買価格は１０ａ

あたり○○○円です。 

申請番号４番、仙南地区の畑１筆、６７㎡、渡人は○○○さん、受人は○○

○さんです。渡人は町外在住のため農地を手放したく、売買するものです。

受人は、当該地に隣接する住宅及び宅地と同時に取得し、町外から来春、転

入する予定です。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号５番、六郷地区の田２筆、１，５４６㎡、渡人は○○○さん、受人 
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は○○○さんです。渡人は農地を相続しましたが、県外在住のため、農地を

手放したく、近隣を耕作している受人へ売買するものです。売買価格は１０

ａあたり○○○円です。 

申請番号６番、仙南地区の田２筆、６，８１７㎡、渡人は公益社団法人秋田

県農業公社、受人は○○○さんです。公社特例事業で、令和３年に○○○さ

んから秋田県農業公社へ所有権移転した農地で、１０年償還中ですが繰り上

げ償還し、受人へ所有権を確定させるものです。売買価格は１０ａあたり○

○○円です。 

続きまして、賃貸借権です。 

申請番号７番、千畑地区の田１２筆、１２，８５０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は、これまで耕作をお願いしていた方が、高齢

により耕作できなくなったため、近隣で耕作している受人へ耕作をお願いす

るものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間です 

申請番号１番から申請番号７番までの７件の申請内容につきましては、農地

法第３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしてい

るものと考えられます。以上です 

●議  長 議案第１号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号１番から申請番号７番までについて質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

１５番委員 申請番号４番について確認いたします。 

受人の方は、○○○から美郷町に転入される予定とのことですが、経営面積

が６町歩弱ありますので、これは○○○にあるということでよろしいでしょ

うか。 

●農地調整班長 はい。そのとおりです。 

○○○に農地があるために、農繁期は○○○に滞在し、農閑期はこちらにい

るということでした。 

１５番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番から申請番号７番までについ

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番から申請番号７番までについ

ては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第１号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第２号農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用集積等促進計画の策定について（要請）を上程し議題とします。 

●議  長 今回は案件が多いため、資料を事前に配布しておりますので、新規契約につ

いては説明いたしますが、再設定については、受人と渡人の名前のみ説明し

たいと思いますがいかがでしょうか。 

【 「異議なし」との声あり 】 
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●議  長 ご異議なしと認めます。それではそのようにさせていただきます。 

議案第２号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第２号、申請番号１番から申請番号２４１番までについて議案書を

もとに朗読、説明 】 

始めに公社特例事業による所有権移転です。 

以下７件の受人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は１月２８日

です。 

 申請番号１番、六郷地区の田５筆、５，０１３㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は農地を相続しましたが、県外在住のため農地を手放したく、売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２番、六郷地区の田２筆、３，０５９㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は農地を相続しましたが、耕作できないため売買するものです。売買価格

は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３番、六郷地区の田２筆、４，０５０㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は高齢により農地を手放したく、売買するものです。売買価格は１０ａあ

たり○○○円です。 

申請番号４番、六郷地区の田１筆、５１０㎡、渡人は○○○さんです。渡人

から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡人は

農地を相続しましたが、耕作できないため売買するものです。売買価格は１

０ａあたり○○○円です。 

申請番号５番、仙南地区の田２筆、３，０７７㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は農地を相続しましたが、耕作できないため売買するものです。売買価格

は総額○○○円です。 

申請番号６番、仙南地区の田１筆、８，７５６㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は高齢により農地を手放したく、売買するものです。売買価格は１０ａあ

たり○○○円です。 

申請番号７番と申請番号８番は関連がありますので、一括して説明いたしま

す。 

申請番号７番、仙南地区の田５筆、２４，２５６㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。渡

人は高齢により農地を手放したく、これまでも耕作していた受人へ売買する

ものです。売買価格は総額○○○円です。 

令和８年に使用貸借により１耕作した後に、○○○さんに所有権が移る予定

です。 

 以下２件は、１２月総会で所有者から秋田県農業公社へ売買した案件です。 

渡人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は１月２８日です。 

 申請番号９番、千畑地区の田１筆、５，４０４㎡、受人は○○○さんです。
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売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１０番、六郷地区の田１筆、仙南地区の田２筆、計３，０６３㎡、

受人は○○○さんです。売買価格は総額○○○円です。 

続きまして、農地中間管理事業による貸借権の設定です。 

以下１５６件は、本堂城回地区の圃場整備事業に係る再設定案件です。 

全て千畑地区の農地で、期間は１０年間です。 

先程、説明がありましたとおり、事前に議案を配布しておりますので、筆数、

面積の説明は割愛させていただきます。 

申請番号１１番から申請番号５６番までの受人は、○○○さんです。 

賃借料は１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割愛いたしま

す。 

使用貸借農地がある方のみ、総額で申し上げます。 

申請番号１１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号２９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号３９番、渡人は○○○さんで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号４０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４１番、渡人は○○○さんです。 
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申請番号４２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号４９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５６番、渡人は○○○さんです。 

続きまして、申請番号５７番から申請番号７３番までの受人は、○○○さん

です。 

賃借料は全て１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割愛いた

します。 

申請番号５７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号５９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号６９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７４番、千畑地区の田１筆、２，８０６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間で

す。 

続きまして、申請番号７５番から申請番号１０２番までの受人は、○○○さ

んです。 
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賃借料は１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割愛いたしま

す。 

使用貸借農地がある方のみ、総額で申し上げます。 

申請番号７５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号７９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号８９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号９８番、渡人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円です。 

申請番号９９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１００番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０２番、渡人は○○○さんです。 

続きまして、申請番号１０３番から申請番号１３０番までの受人は、○○○

さんです。 

賃借料は全て１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割愛いた

します。 

     申請番号１０３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１０８番、渡人は○○○さんです。 
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申請番号１０９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１２９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３０番、渡人は○○○さんです。 

続きまして、申請番号１３１番から申請番号１６１番までの受人は、○○○

さんです。 

賃借料は全て１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割愛いた

します。 

申請番号１３１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１３９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４５番、渡人は○○○さんです。 
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申請番号１４６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１４９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５１番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５６番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５７番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５８番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１５９番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６０番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６１番、渡人は○○○さんです。 

続きまして、申請番号１６２番から申請番号１６６番までの受人は、○○○

さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円ですので、以下賃借料の説明は割

愛いたします。 

申請番号１６２番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６３番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６４番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６５番、渡人は○○○さんです。 

申請番号１６６番、渡人は○○○さんです 

申請番号１６７番、千畑地区の田４筆、９，３３９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号１６８番、千畑地区の田３筆、４，２８８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号１６９番、千畑地区の田１筆、１，００９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号１７０番、千畑地区の田１筆、９９８㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間です。 

申請番号１７１番、千畑地区の田６筆、３１，１４２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１７２番、千畑地区の田１筆、３，２４４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 



11 

 

申請番号１７３番、千畑地区の田１５筆、１７，８９３㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年

間です。 

申請番号１７４番、千畑地区の田２４筆、３２，０９８㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１７５番、千畑地区の田１筆、２，０７９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１７６番、千畑地区の田２筆、３，８７６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号１７７番、千畑地区の田１筆、１，９９６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号１７８番、千畑地区の田１筆、１，０７０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

以下６件の受人は○○○さんで、期間は７年１０か月間です。 

申請番号１７９番、千畑地区の田１筆、４，１３４㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８０番、千畑地区の田５筆、２６，７９０㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１８１番、千畑地区の田３筆、６，８７８㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８２番、千畑地区の田１筆、３，３５１㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８３番、千畑地区の田１筆、２，９８９㎡、渡人は○○○さん、

○○○さんの共有で、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８４番、千畑地区の田１筆、４００㎡、渡人は○○○さんで、賃

借料は１０ａあたり○○○円です。 

以下４件の受人は○○○さんで、期間は１０年間です。 

申請番号１８５番、千畑地区の田３筆、畑１筆、計１１，７９８㎡、渡人は

○○○さんで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１８６番、千畑地区の田７筆、１７，８２２㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８７番、千畑地区の田２筆、１３，０１６㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８８番、千畑地区の田１筆、９６５㎡、渡人は○○○さんで、賃

借料は１０ａあたり○○○円です。 

以下３件の受人は○○○さんで、期間は１０年間です。 

申請番号１８９番、千畑地区の田９筆、９，２０２㎡、渡人は○○○さんで、 
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賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１９０番、六郷地区の田１０筆、２４，９２１㎡、渡人は○○○さ

んで、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１９１番、六郷地区の田１１筆、１７，３３２㎡、渡人は○○○さ

んで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１９２番、六郷地区の田５筆、７，６０１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１９３番、六郷地区の田２１筆、２８，６７２㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１９４番、六郷地区の田７筆、９，０１３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

以下３件の受人は○○○さんです。 

申請番号１９５番、六郷地区の田７筆、１４，０１５㎡、渡人は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年１か月間です。 

申請番号１９６番、六郷地区の田２８筆、２２，７１５㎡、渡人は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年１か月間です。 

申請番号１９７番、六郷地区の田３２筆、２４，４９５㎡、渡人は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年１か月間です。 

申請番号１９８番、六郷地区の田５筆、４，１２１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。使用賃借で、期間は１０年間です。 

以下３件の受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は１０年間です。 

申請番号１９９番、六郷地区の田４筆、５，５８９㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号２００番、六郷地区の田１３筆、畑１筆、計２９，２６４㎡、渡人

は○○○さんです。 

申請番号２０１番、六郷地区の田１筆、２，０３０㎡、渡人は○○○さんで

す。 

以下３件の受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は１０年間です。 

申請番号２０２番、六郷地区の田７筆、１１，９５２㎡、渡人は○○○さん

です。 

申請番号２０３番、六郷地区の田７筆、仙南地区の田１筆、計１５，５０３

㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号２０４番、六郷地区の田１筆、６６４㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号２０５番、六郷地区の田７筆、仙南地区の田１筆、計１５，９４７

㎡、渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○

○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２０６番、仙南地区の田３筆、５，３９６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 
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以下３件の受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は１０年間です。 

申請番号２０７番、六郷地区の田１筆、仙南地区の田１筆、計１，００１㎡、

渡人は○○○さんです。 

申請番号２０８番、仙南地区の田４筆、７９８㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号２０９番、仙南地区の田２筆、７７２㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号２１０番、仙南地区の田１５筆、畑１筆、計３２，８５２㎡、渡人

は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１

０年間です。 

申請番号２１１番、仙南地区の田３筆、７，３４５㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２１２番、仙南地区の田４筆、１１，１２４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２１３番、仙南地区の田１筆、３２０㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２１４番、仙南地区の田４筆、６，６５６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２１５番、仙南地区の田５筆、１８，０６７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号２１６番、仙南地区の田１筆、３，１４４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年１１

か月間です。 

申請番号２１７番、仙南地区の田１筆、９，７２９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２１８番、仙南地区の田３筆、畑１筆、計５，２６０㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年

間です。 

申請番号２１９番、仙南地区の田２筆、２，１９０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２２０番、仙南地区の田２筆、１６，３１７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２２１番、仙南地区の田３筆、１３，９１２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２２２番、仙南地区の田１筆、４１５㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 
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申請番号２２３番、仙南地区の田２筆、８，３０２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２２４番、仙南地区の田２筆、７，９２７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２２５番、仙南地区の田９筆、９，８６４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号２２６番、仙南地区の田２筆、２，５５８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号２２７番、仙南地区の田４筆、８，６０６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２２８番、仙南地区の田８筆、１４，０７２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

     申請番号２２９番、仙南地区の田５筆、８，６７２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２３０番、仙南地区の田８筆、１４，３９３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号２３１番、六郷地区の田１筆、仙南地区の田１２筆、計１８，４０ 

１㎡、渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○

○○円で、期間は６年間です。 

申請番号２３２番、仙南地区の田１３筆、２０，４２９㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０

年間です。 

申請番号２３３番、仙南地区の田３筆、４，１９２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。使用貸借で、期間は５年３か月間です。 

申請番号２３４番、仙南地区の田６筆、９，９３４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

以下３件の受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は２０年間です。 

申請番号２３５番、六郷地区の田２筆、仙南地区の田８筆、計２２，４１６

㎡、渡人は○○○さんです。 

     申請番号２３６番、仙南地区の田１１筆、１９，４４７㎡、渡人は○○○さ

んです。 

申請番号２３７番、仙南地区の田２筆、３，８１６㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号２３８番、六郷地区の田４筆、２，８３２㎡、渡人は○○○さん、 
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受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

続きまして、貸借権移転です。 

契約期間は現在の契約の残存期間となります。 

申請番号２３９番、仙南地区の田４筆、６，１９６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○

円です。 

当該地は渡人の自宅から遠く耕作不便だったため、近隣を耕作している受人

へ権利移転するものです。 

申請番号２４０番、仙南地区の田１筆、２，２１２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○

円です。 

これまで耕作していた方が、体調不良のため耕作を続けられなくなったため、 

権利移転するものです。 

申請番号２４１番、仙南地区の田８筆、１８，４３１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○

円です。申請理由は申請番号２４０番と同じです。 

 申請番号１番から申請番号２４１番までの２４１件は、農地中間管理事業の

推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満たしているものと考えられ

ます。以上です。 

●議  長 議案第２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号１番から申請番号２４１番までについてですが、本人案件、家族案

件が５件ありますので、まずは、申請番号１番から申請番号５６番までにつ

いて、質疑を行います。質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番から申請番号５６番までにつ

いては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番から申請番号５６番までにつ

いては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号５７番から申請番号７３番までについてですが、本人案件で

すので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席

を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時１８分 

 

●議  長 それでは、申請番号５７番から申請番号７３番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号５７番から申請番号７３番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号５７番から申請番号７３番までに

ついては原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時１９分 

 

●議  長 次に、申請番号７４番から申請番号１９３番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号７４番から申請番号１９３番まで

については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号７４番から申請番号１９３番まで

については原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１９４番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時２０分 

 

●議  長 それでは、申請番号１９４番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１９４番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１９４番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時２１分 

 

●議  長 次に、申請番号１９５番から申請番号２０５番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１９５番から申請番号２０５番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１９５番から申請番号２０５番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号２０６番についてですが、家族案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時２２分 
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●議  長 それでは、申請番号２０６番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２０６番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２０６番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時２２分 

 

●議  長 次に、申請番号２０７番から申請番号２３２番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２０７番から申請番号２３２番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２０７番から申請番号２３２番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号２３３番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時２３分 

 

●議  長 それでは、申請番号２３３番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２３３番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２３３番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時２３分 

 

●議  長 次に、申請番号２３４番から申請番号２３９番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２３４番から申請番号２３９番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２３４番から申請番号２３９番ま
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でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号２４０番と申請番号２４１番についてですが、本人案件です

ので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を

求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時２４分 

 

●議  長 それでは、申請番号２４０番と申請番号２４１番について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２４０番と申請番号２４１番につ

いては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２４０番と申請番号２４１番につ

いては原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時２５分 

 

●議  長 よって日程第３、議案第２号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和８年第１回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午後２時２５分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和８年１月１３日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  齋  藤  美 由 木 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  髙  橋  国  広 

 

 


